
府中市地域福祉計画策定業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 趣旨

本要領は、府中市地域福祉計画（令和７年度から令和１１年度まで）を策定す

るに当たり、計画策定業務を委託することとし、プロポーザル方式により委託事

業者を選定します。

２ 業務の概要

⑴ 業務名

府中市地域福祉計画策定業務

⑵ 業務内容

別紙「府中市地域福祉計画策定業務委託仕様書」のとおり

⑶ 委託期間

委託契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで

⑷ 委託上限金額

令和６年度の事業 ７，１５０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を含

む。)

※ 金額は、契約金額や予定価格を示すものではありません。提案に当たっ

ては上記金額を超えないものとします。

３ 応募者の参加資格要件

応募者は、次の要件を満たしていなければならない。

⑴ 法人であること。

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者

に該当しないこと。

⑶ 本業務の公募を開始する日から契約締結日までの間のいずれの日において

も、本市からの指名除外を受けていない者であること。

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決

定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でな

いこと。

⑸ 国税及び地方税を滞納していない者であること。

⑹ 本市へ本業務を実施するに必要な入札参加資格が登録されていること。

⑺ 個人情報に関する扱いを適正に対応すること。

⑻ 令和元年度から令和５年度までの間において市町村の実施する、社会福祉法

（昭和２６年法律第５号）に規定する市町村地域福祉計画の策定に関する業務

の受託実績がある者であること。



４ スケジュール（予定）

プロポーザル実施の公告 令和６年４月２６日(金)

参加希望書・質問書受付期間 令和６年４月２６日(金)～５月１６日(木)

質問への回答 令和６年５月２０日(月)

提案書等の提出期間 令和６年４月２６日(金)～５月２４日(金)

審査会の開催（ヒアリング） 令和６年５月下旬

選定結果の通知、公表 令和６年６月上旬

委託契約の締結 令和６年６月中旬

５ 問い合わせ先

〒726-8601 府中市府川町３１５番地

府中市 健康福祉部 福祉課 地域福祉係（髙橋、深田）

TEL：0847-44-9149 FAX：0847-45-3206

E-mail：fukushi@city.fuchu.hiroshima.jp

６ 応募手続等

⑴ 募集要領の配布

ア 配布開始

令和６年４月２６日(金)から

イ 配布場所

府中市福祉課又は府中市ホームページに掲載

⑵ 参加希望書の受付

本プロポーザルに応募しようとする者は、参加希望書（様式第１号）及び業

務履行実績調書（様式第２号）を提出すること。

※参加希望書の提出がない者からの応募は受け付けません。

ア 受付期間

令和６年４月２６日(金)から５月１６日(木)までの平日

※時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで

イ 受付方法

府中市福祉課まで持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。

※ＦＡＸ、電子メールの場合は、必ず原本を郵送により提出すること。５月

１６日（木）までの消印有効。

⑶ 質問書の受付

本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問書（様式第３号）により府中

市福祉課あて電子メールで提出すること。

ア 質問書の受付期間

令和６年４月２６日(金)から５月１６日(木)までの平日



※時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで

イ 回答

回答は、５月２０日(月)に市のホームページに掲載する。

※回答内容は、本募集要領の追加または修正とみなす。

⑷ 応募書類の受付

ア 受付期間

令和６年４月２６日(金)から５月２４日(金)までの平日

※時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで

イ 受付方法

応募書類は、府中市福祉課まで持参又は郵送により提出すること。

※郵送の場合は、５月２４日(金)までの消印有効。

ウ 応募書類

応募書類は、すべて原則Ａ４サイズとし、表紙・背表紙を付け左綴じとし

（ファイル可）、以下の(ｱ)～(ｵ)ごとに書類名がわかるようにインデックスを

付し、正本１部、副本９部を提出すること。

(ｱ) 提案書かがみ（様式第５号）

(ｲ) 業務の実施体制・業務の実施フロー・工程計画・個人情報保護に関する

取組（様式第６号）

(ｳ) スケジュール（任意様式）

(ｴ) 課題に対する企画提案（様式第７号）

（テーマ１）本市の現状について的確に把握し、カテゴリーごとの課題を

整理することができているか。

（テーマ２）アンケート項目をどのように選定するか。また、回収率を高

める工夫があるか。

（テーマ３）現状等を踏まえた上で、どのような手法でデータ分析を行

い、計画に反映させるか。

(ｵ) 見積書（任意様式）

※消費税及び地方消費税については10％として算出すること。

⑸ 留意事項

ア 提案書本書は、別に示す仕様書に基づき、業務の主旨を理解したうえ、経費

の積算内訳を含む提案内容を明確かつ簡潔にまとめること。

イ 応募書類の受付期限後は、提出された応募書類の内容を変更することはでき

ない。ただし、市が内容の訂正を求める場合は、この限りでない。

ウ 審査会開催前において、市は提出された応募書類を補足する他の書類の提出

等を求める場合がある。

７ 審査・選定等

⑴ 審査会の設置



最適提案者の選定に際し、審査会を設置する。

⑵ 審査及び選定方法

提案書評価基準による。

⑶ ヒアリング

ア 実施日時等

令和６年５月下旬を予定する。

※時間及び開催場所等の詳細は別途通知する。

※応募者が複数のとき、応募書類の受付順でヒアリングを実施する。

イ 出席者

一応募者当たり３名以内とする。

ウ ヒアリング内容

提案書の内容に関する説明を３０分以内とし、質疑応答１０分程度、合計４

０分程度を予定する。

※提出の提案書（様式第７号）を基に説明すること。

※提案者側で必要なアプリケーション・機材・ネットワーク環境等について

は、提案者が準備すること。

⑷ 評価項目・配点

別紙「プロポーザル評価基準」による。

⑸ 選定結果の通知・公表

ア 市は審査会の選定結果をもとに、最適提案者及び次点者を決定する。

イ 選定結果は、後日、応募者全員に文書で通知するとともに、最適提案者を

市のホームページで公表する。

ウ 審査・選定結果に関する電話やＦＡＸ、電子メール等による問い合わせに

は一切応じない。

エ 各評価点及び順位は公表しない。

オ 応募者は、審査結果に関する異議を申し立てることはできない。

８ その他

⑴ 応募費用・応募書類の取扱い

ア 応募に係る一切の費用は、すべて提案者の負担とする。

イ 業務内容は、採択されたプロポーザルの内容を基本とするが、市の指示の

もと変更・修正を加える場合がある。

ウ 応募書類は、本プロポーザル審査以外の目的では使用しない。また、応募書

類は返却しない。

エ 本業務の処理を第三者へ再委託することができない。ただし、委託業務の一

部を委託する場合について、事前に市の承認を得た場合はこの限りでない。

⑵ 失格事項

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 提案書に虚偽の記載をした場合



イ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合


